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学校給食実施基準の
一部改正について





児童又は生徒一人一回当たりの学校給食摂取基準①

区 分

基 準 値

児童(６-７歳)
の場合

児童(８-９歳)
の場合

児童(10-11歳)
の場合

生徒(12-14歳)
の場合

エネルギー(kcal) 530 650 780 830

たんぱく質 (％) 学校給食による摂取エネルギー全体の13～20％

脂質 (％) 学校給食による摂取エネルギー全体の20％～30％

ナトリウム(食塩相当量)(g) 2未満 2未満 2.5未満 2.5未満

カルシウム (mg) 290 350 360 450

マグネシウム（mg） 40 50 70 120

鉄 (mg) 2.5 3 4 4

ビタミンＡ(μgRAE) 170 200 240 300

ビタミンＢ1 (mg) 0.3 0.4 0.5 0.5

ビタミンＢ2(mg) 0.4 0.4 0.5 0.6

ビタミンＣ (mg) 20 20 25 30

食物繊維 (g) 4以上 5以上 5以上 6.5以上



（注）１ 表に掲げるもののほか、次に掲げるものについて
も示した摂取について配慮すること。

児童又は生徒一人一回当たりの学校給食摂取基準②

児童
(６～７歳)

児童
(８～９歳)

児童
(10～11歳)

生徒
(12～14歳)

亜鉛 (mg) 2 2 2 3

（注）２ この摂取基準は､全国的な平均値を示したもので
あるから、適用に当たっては、個々の健康及び生
活活動等の実態並びに地域の実情等に十分配慮
し、弾力的に運用すること。

３ 献立の作成に当たっては、多様な食品を適切に

組み合わせるよう配慮すること。



学校給食摂取基準の概要

「学校給食摂取基準」については、厚生労働省が策
定した「日本人の食事摂取基準（以下「食事摂取基
準」という。）（２０１５年版）」を参考とし、その考え方
を踏まえるとともに、厚生労働科学研究費補助金に
より行われた循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対
策総合研究事業「食事摂取基準を用いた食生活改
善に資するエビデンスの構築に関する研究」（以下
「食事状況調査」という。）及び「食事状況調査」の
調査結果より算出した、小学３年生、５年生及び中
学２年生が昼食である学校給食において摂取する
ことが期待される栄養量（以下「昼食必要摂取量」と
いう。）等を勘案し、→



→児童又は生徒（以下「児童生徒」という。）の
健康の増進及び食育の推進を図るために望ま
しい栄養量を算出したものである。

したがって、本基準は児童生徒の１人１回当た
りの全国的な平均値を示したものであるから、
適用に当たっては、児童生徒の個々の健康及
び生活活動等の実態並びに地域の実情等に
十分配慮し、弾力的に運用すること。

学校給食摂取基準の概要



• 「学校給食摂取基準」についての基本的な考
え方は次のとおりである。

• なお、各基準値等の単位及び表示方法は、
「食事摂取基準」と同様とした。

学校給食摂取基準の概要



エネルギー

• 「学校給食摂取基準」の推定エネルギー
必要量の算定に当たっては、文部科学省
が毎年度実施する学校保健統計調査の
平均身長から求めた標準体重と食事摂取
基準で用いている身体活動レベルのレベ
ルⅡ（ふつう）により算出した１日の必要量
の３分の１を基準値とした。



たんぱく質

• 食事摂取基準の目標量を用いることとし、
学校給食による摂取エネルギー全体の
13％～20％エネルギーを学校給食の基準
値とした。

脂 質

• 食事摂取基準の目標量を用いることとし、
学校給食による摂取エネルギー全体の
20％～30％エネルギーを学校給食の基準
値とした。



ナトリウム（食塩相当量）

• 「昼食必要摂取量」を算出すると、小学生は
0.1ｇ未満、中学生は0.2ｇ未満であり、これに
基づくと献立作成上味付けが困難となること
から、「食事摂取基準」の目標量の３分の１未
満を基準値とした。

カルシウム

• 「昼食必要摂取量」を算出すると、「食事摂取
基準」の推奨量の50％を超えているが、献立
作成の実情に鑑み、「食事摂取基準」の推奨
量の50％を基準値とした。



マグネシウム

• 「昼食必要摂取量」を算出すると、小学生
は「食事摂取基準」の推奨量の３分の１以
下であるが、中学生は約40％である。こ
のため、児童については、「食事摂取基
準」の推奨量の３分の１程度を、生徒につ
いては40％を基準値とした。

• なお、従来の「学校給食摂取基準」におい
ては、配慮すべき値として表の注に規定し
ていたが、中学生において不足している現
状が見られることから、「学校給食摂取基
準」の表中の基準値とした。



鉄

• 「昼食必要摂取量」を算出すると、「食事摂
取基準」の推奨量の40％を超えているが、
献立作成の実情に鑑み、「食事摂取基準」
の推奨量の40％程度とし、生徒は３分の１
程度を基準値とした。

ビタミンＡ

• 「昼食必要摂取量」を算出すると、「食事摂
取基準」の推奨量の40％を超えているが、
献立作成の実情に鑑み、「食事摂取基準」
の推奨量の40％を基準値とした。



ビタミンＢ１、Ｂ2

• 「昼食必要摂取量」を算出すると、「食事摂取
基準」の推奨量の約40％であることから、「食
事摂取基準」の推奨量の40％を基準値とした。

ビタミンC
• 「昼食必要摂取量」を算出すると、「食事摂取
基準」の推奨量の３分の１以下であるが、望ま
しい献立としての栄養バランスの観点から、
「食事摂取基準」の推奨量の３分の１を基準値
とした。



食物繊維
• 「昼食必要摂取量」を算出すると、小学３年生は「食
事摂取基準」の目標量の約40％、小学５年生は約

３分の１であることから、「食事摂取基準」の目標量
の40％以上を基準値とし、中学生は40％を超えて

いるが、献立作成の実情に鑑み、「食事摂取基準」
の目標量の40％以上を基準値とした。

亜鉛
• 「昼食必要摂取量」を算出すると、「食事摂取基準」
の推奨量の３分の１以下であるが、望ましい献立と
しての栄養バランスの観点から、「食事摂取基準」
の推奨量の３分の１を学校給食において配慮すべ
き値とした。



学校給食における食品構成について

• 食品構成については、「学校給食摂取基準」を踏
まえ、多様な食品を適切に組み合わせて、児童
生徒が各栄養素をバランス良く摂取しつつ、
様々な食に触れることができるようにすること。
また、これらを活用した食に関する指導や食事
内容の充実を図ること。なお、多様な食品とは、
食品群であれば、例えば、穀類、野菜類、豆類、
果実類、きのこ類、藻類、魚介類、肉類、卵類及
び乳類などであり、また、食品名であれば、例え
ば穀類については、精白米、食パン、コッペパン、
うどん、中華めんなどである。



学校給食における食品構成について

• また、各地域の実情や家庭における食生活の
実態把握の上、日本型食生活の実践、我が国
の伝統的な食文化の継承について十分配慮す
ること。

• さらに、「食事状況調査」の結果によれば、学校
給食のない日はカルシウム不足が顕著であり、
カルシウム摂取に効果的である牛乳等について
の使用に配慮すること。なお、家庭の食事にお
いてカルシウムの摂取が不足している地域に
あっては、積極的に牛乳、調理用牛乳、乳製品、
小魚等についての使用に配慮すること。



学校給食の食事内容の充実等について(１)

• 学校給食の食事内容については、学校におけ
る食育の推進を図る観点から、学級担任や教
科担任と栄養教諭等とが連携しつつ、給食時
間はもとより、各教科等において、学校給食を
活用した食に関する指導を効果的に行えるよ
う配慮すること。

• また、食に関する指導の全体計画と各教科等
の年間指導計画等とを関連付けながら、指導
が行われるよう留意すること。



① 献立に使用する食品や献立のねらいを明確にした
献立計画を示すこと。

② 各教科等の食に関する指導と意図的に関連させ
た献立作成とすること。

③ 地場産物や郷土に伝わる料理を積極的に取り入
れ、児童生徒が郷土に関心を寄せる心を育むとと
もに、地域の食文化の継承につながるよう配慮す
ること。

④ 児童生徒が学校給食を通して、日常又は将来の
食事作りにつなげることができるよう、献立名や食
品名が明確な献立作成に努めること。

学校給食の食事内容の充実等について(１)



⑤ 食物アレルギー等のある児童生徒に対しては、校
内において校長、学級担任、栄養教諭、学校栄養
職員、養護教諭、学校医等による指導体制を整備
し、保護者や主治医との連携を図りつつ、可能な
限り、個々の児童生徒の状況に応じた対応に努め
ること。なお、実施に当たっては、公益財団法人日
本学校保健会で取りまとめられた「学校生活管理
指導表（アレルギー疾患用）」及び「学校のアレル
ギー疾患に対する取り組みガイドライン」並びに文
部科学省が作成した「学校給食における食物アレ
ルギー対応指針」を参考とすること。

学校給食の食事内容の充実等について(１)



献立作成に当たっては、常に食品の組合せ、調理
方法等の改善を図るとともに、児童生徒のし好の偏
りをなくすよう配慮すること。

①魅力あるおいしい給食となるよう、調理技術の向
上に努めること。

②食事は調理後できるだけ短時間に適温で提供す
ること。調理に当たっては、衛生・安全に十分配
慮すること。

③家庭における日常の食生活の指標になるように
配慮すること。

学校給食の食事内容の充実等について(２)



（３） 学校給食に使用する食品については、食品
衛生法（昭和２２年法律第２３３号）第１１条第１
項に基づく食品中の放射性物質の規格基準に適
合していること。

（４） 食器具については、安全性が確保されたも
のであること。また、児童生徒の望ましい食習慣
の形成に資するため、料理形態に即した食器具
の使用に配慮するとともに、食文化の継承や地
元で生産される食器具の使用に配慮すること。

（５） 喫食の場所については、食事にふさわしい
ものとなるよう改善工夫を行うこと。

学校給食の食事内容の充実等について



• 望ましい生活習慣を形成するため、適度な運動、
調和のとれた食事、十分な休養・睡眠という生活
習慣全体を視野に入れた指導に配慮すること。

• また、ナトリウム（食塩相当量）の摂取過剰や鉄の
摂取不足など、学校給食における対応のみでは
限界がある栄養素もあるため、望ましい栄養バラ
ンスについて、児童生徒への食に関する指導の
みならず、家庭への情報発信を行うことにより、児
童生徒の食生活全体の改善を促すことが望まれ
ること。

学校給食の食事内容の充実等について(６)



特別支援学校の児童生徒については、障害の種
類と程度が多様であり、身体活動レベルも様々で
あることから、「学校給食摂取基準」の適用に当
たっては、児童生徒の個々の健康や生活活動等
の実態並びに地域の実情等に十分配慮し、弾力
的に運用するとともに次の点に留意すること。

① 障害のある児童生徒が無理なく食べられるよう
な献立及び調理について十分配慮すること。

② 食に関する指導の教材として、学校給食が障
害に応じた効果的な教材となるよう創意工夫に
努めること。

特別支援学校における
食事内容の改善について(１)



特別支援学校における児童生徒に対する食事
の管理については、家庭や寄宿舎における食
生活や病院における食事と密接に関連してい
ることから、学級担任、栄養教諭、学校栄養職
員、養護教諭、学校医、主治医及び保護者等
の関係者が連携し、共通理解を図りながら、児
童生徒の生活習慣全体を視野に入れた食事
管理に努めること。

特別支援学校における
食事内容の改善について(２)



その他

本基準の一部改正に先立ち、文部科学省に「学
校給食摂取基準策定に関する調査研究協力者
会議」を設置し、「学校給食摂取基準の策定につ
いて(報告）」（平成３０年３月）をとりまとめたので
参考とされたいこと。

［文部科学省HPにてPDFファイルダウンロード可］
http://www.mext.go.jp/a_menu/sports/shokuiku/__ic

sFiles/afieldfile/2018/05/24/1405481_001_1_1.pdf





ナトリウム（食塩相当量）

• 「昼食必要摂取量」を算出すると、0.2ｇ未満で
あり、これに基づくと献立作成上味付けが困
難となることから、「食事摂取基準」の目標量
の３分の１未満を基準値とした。

食物繊維

• 「昼食必要摂取量」を算出すると、「食事摂取
基準」の目標量の40％を超えているが、献立
作成の実情に鑑み、「食事摂取基準」の目標
量の40％以上を基準値とした。



マグネシウム

• 「昼食必要摂取量」を算出すると、「食事摂
取基準」の推奨量の約40％であることか
ら、「食事摂取基準」の推奨量の40％を基
準値とした。

• なお、従来の「夜間学校給食摂取基準」に
おいては、配慮すべき値として表の注に規
定していたが、中学生において不足してい
る現状が見られることから、「夜間学校給
食摂取基準」の表中の基準値とした。





マグネシウム

• 「昼食必要摂取量」を算出すると、小学生
は「食事摂取基準」の推奨量の３分の１以
下であるが、中学生は約40％である。こ
のため、幼児については、「食事摂取基
準」の推奨量の３分の１程度を、生徒につ
いては40％を基準値とした。

• なお、従来の「学校給食摂取基準」におい
ては、配慮すべき値として表の注に規定し
ていたが、中学生において不足している現
状が見られることから、「学校給食摂取基
準」の表中の基準値とした。



食物繊維

• 「昼食必要摂取量」を算出すると、小学３年生
は「食事摂取基準」の目標量の約40％である
が、中学生は40％を超えている。

• 一方、幼児については、「食事摂取基準」の目
標量が示されていない。このため、年齢が近
い児童（６～７歳）の「食事摂取基準」の目標
量の40％以上を基準値とした。

• また、中学生については、献立作成の実情に
鑑み、「食事摂取基準」の目標量の40％以上
を基準値とした。



幼児又は生徒一人一回当たりの学校給食摂取基準①

区 分

基 準 値

幼 児
生徒

（特別支援学校）
生徒

（夜間高等学校）

エネルギー(kcal) 490 860 860

たんぱく質 (％) 学校給食による摂取エネルギー全体の13～20％

脂質 (％) 学校給食による摂取エネルギー全体の20％～30％

ナトリウム(食塩相当量)(g) 1.5未満 2.5未満 2.5未満

カルシウム (mg) 290 360 360

マグネシウム（mg） 30 130 130

鉄 (mg) 2 4 4

ビタミンＡ(μgRAE) 180 310 310

ビタミンＢ1 (mg) 0.3 0.4 0.5

ビタミンＢ2(mg) 0.4 0.4 0.5

ビタミンＣ (mg) 15 35 35

食物繊維 (g) 4以上 7以上 7以上



（注）１ 表に掲げるもののほか、次に掲げるものについて
も示した摂取について配慮すること。

児童又は生徒一人一回当たりの学校給食摂取基準②

幼児 生徒
（特別支援学校）

生徒
（夜間高等学校）

亜鉛 (mg) １ ３ 2

（注）２ この摂取基準は､全国的な平均値を示したもので
あるから、適用に当たっては、個々の健康及び生
活活動等の実態並びに地域の実情等に十分配慮
し、弾力的に運用すること。

３ 献立の作成に当たっては、多様な食品を適切に

組み合わせるよう配慮すること。





「平成26年度食中毒防止に関する実態調査報告書」(独立行政法人日本スポーツ振興センター)より引用

牛乳の検収と保存食の採取



定期及び日常の衛生検査
（学校薬剤師等の協力を得る）

第1票：学校給食施設等定期検査票 （年１回）

第2票：学校給食設備等の衛生管理定期検査票（年３回）

第3票：学校給食用食品の検収･保管等定期検査票

（年３回）

第4票：調理過程の定期検査票 （年１回）

第5票：学校給食従事者の衛生・健康状態定期検査票

（年３回）

第6票：定期検便結果処置票 （月２回以上）

第7票：学校給食における衛生管理体制定期検査票

（年１回）

第8票：学校給食日常点検表 （毎日）



学校給食衛生管理基準 第２
（３）学校給食施設及び設備の衛生管理

九．食器具、容器及び調理用の器具は、使用後、

でん粉及び脂肪等が残留しないよう、確実に洗

浄するとともに、損傷がないように確認し、熱風

保管庫等により適切に保管すること。また、フー

ドカッター、野菜切り機等調理用の機械及び機

器は、使用後に分解して洗浄及び消毒した後、

乾燥させること。さらに、下処理室及び調理室

内における機械、容器等の使用後の洗浄及び

消毒は、全ての食品が下処理室及び調理室か

ら搬出された後に行うよう努めること。


